
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
歴史的風致維持向上計画とは 
歴史まちづくり法に基づき、市町村が「歴史的風致」※１の

維持向上を目的に作成し、国からの認定を受ける計画です。 
「歴史的風致」を指定し、この範囲内で「重点区域」「歴

史的風致形成建造物」を指定し事業を位置付けることで、国
費や相続税の減税措置などの支援を受けることが可能です。  
※１：地域固有の歴史や伝統を反映した人々の活動と歴史上価値の高い

建造物が一体となった良好な市街地の環境 

 
  

「横浜市歴史的風致維持向上計画」が 
国から認定を受けます！ 

 
 
 

令 和 ７ 年 ３ 月 1 8 日 
都 市 整 備 局 都 市 デ ザ イ ン 室 
 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

【裏面あり】 

横浜市ではこの度、新たに「横浜市歴史的風致維持向上計画」
を策定し、令和７年３月 21日に国からの計画認定を受けるこ
ととなりました。 
計画認定により、国からの支援を受け横浜に残る歴史的建造

物をできるだけ多く再生・継承していくことで、市民や来街者
の皆様による建造物の様々な活用を促進し、横浜の魅力を感じ
ていただけるまちづくりを進めていきます。 

 
▲横浜市歴史的風致維持向上計画 本編・概要版表紙 

歴史的風致維持向上計画について 

▲歴史的風致維持向上計画の構成 

１ 日時 … 令和７年３月 21日（金）11:00～11:15 
２ 場所 … 𠮷𠮷井 国土交通大臣政務官室（東京都千代田区霞が関２－１－３ 中央合同庁舎３号館４階） 
３ 取材について 
・報道関係者に限りカメラ撮り・取材が可能です。 
希望される方は、令和７年３月 20日（木・祝）17 時までに、下記 URLよりお申し込みをお願いします。 

  https://forms.office.com/r/TGDZq0MBgU 
 
 
 
・カメラ撮りについては、冒頭より認定証の手交までとなります。 
また、認定式終了後に平原副市長へのぶら下がり取材が可能です。 

・当日は 10：45 までに中央合同庁舎３号館４階エレベーターホールにお集まりください 

【問合せ先】国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 景観・歴史文化環境整備室 宇川、國吉 
TEL：03-5253-8111(内線 32983、32986)／03-5253-8954（直通） 

認定式について 



 
 

 

２ 維持向上すべき歴史的風致 
(1) 横浜開港以来の港との営みにみる歴史的風致 
(2) 外国人居留地の形成と多彩な異国文化にみる歴史的風致 
(3) 六浦湊を発祥とする海との暮らしにみる歴史的風致 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
  
 

 

お問合せ先 
都市整備局都市デザイン室長  光田 麻乃 Tel…045-671-2009 FAX…045-664-4539 

▲ 第 71回「ザよこはまパレード」 
… 戦災復興のさなかに行われた「国際仮 

装行列（昭和 28年）」がルーツ。 

▲ 山手本通りの街並み 
… 長年にわたるまちづくり活動により 

異国情緒ある街並みが守られている。 

▲ 祇園舟神事（富岡八幡宮） 
… 青茅(あおかや)の船に罪穢れを託し 

流す行事。金沢区で 800年以上続く。 

令和７年１月に市認定歴史的建造物となった「旧根岸競馬場一等馬見所」の 
耐震改修及び外観保全工事を検討・実施します。 

旧根岸競馬場一等馬見所保全修復事業 

◀旧根岸競馬場一等馬見所 

横浜指路教会耐震整備事業 
市認定歴史的建造物「横浜指路教会」について、令和７年度に耐震改修工事
を実施し、横浜市から所有者へ助成を行います。 
◀横浜指路教会 

３ 計画の基本理念及び方針・施策 
基本理念 … 旧きと新しきが混ざりあう、横浜らしさを体感できるまち 
方針１  … 横浜の歴史に触れ、知り、楽しむ場づくり 
方針２  … 歴史的建造物の継承と活用の促進  

詳細は以下の URL又は右の二次元バーコードから計画本編・概要版ご参照ください。 
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/design/ikasu/keikaku.html 

１ 計画期間 … 令和７年度～令和 16年度 

横浜市歴史的風致維持向上計画について 

開港５都市景観まちづくり会議事業 
ペリー来航後に開港港に指定された函館、新潟、横浜、神戸、長崎において、
毎年一回、各都市巡回で景観まちづくりに関する会議を実施します。 
◀令和６年 11 月 23～25日にかけて実施された横浜大会の様子 

歴史資産の活用促進事業 
リノベーション工事への助成、所有者と事業者のマッチング、建築基準法の
適用除外の調整等を通じ、歴史資産を活用したまちづくりを進めます。 
◀飲食店等での活用が検討されている市認定歴史的建造物「池谷家住宅主屋」 

４ 主な事業（抜粋） 
基本理念及び方針に基づき、31の事業を位置づけ推進していきます  


